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令和７年３月１１日 

都市整備部建築調整課 

 

 

江東区建築審査会条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正理由 

江東区職員の旅費に関する条例（昭和４０年江東区条例第８号）などの 

一部改正にあわせて、江東区建築審査会条例における関係出席者の費用弁償

に係る規定の一部を改正する。 

 

２ 改正概要 

関係出席者（必要な資料提出、意見聴取または説明をさせる必要があると

認め、江東区建築審査会条例第６条の規定により出席を求めた関係者）の費

用弁償の種類、額及び支給方法については、江東区議会等の調査及び公聴会

に出頭する者の費用弁償に関する条例（昭和６０年３月江東区条例第３号）

に定める参考人等の例によることとする。（第１０条） 

なお、附則において経過措置を定める。 

 

３ 改正内容 

新旧対照表のとおり 

 

４ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 
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江東区建築審査会条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

（関係出席者の費用弁償） （関係出席者の費用弁償） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 費用弁償の種類及び額は、別表のとおりとす

る。 

２ 費用弁償の種類、額及び支給方法について

は、江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する

者の費用弁償に関する条例（昭和６０年３月江

東区条例第３号）に定める参考人等の例によ

る。 

３ 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。

ただし、日当の減額に関する規定は、適用しな

い。 

（削る） 

４ 前３項の規定による費用弁償のほか、鑑定料

その他特に必要な経費については、その実費を

弁償することができる。 

３ 前２項の規定による費用弁償のほか、鑑定料

その他特に必要な経費については、その実費を

弁償することができる。 

第１１条・第１２条 （略） 第１１条・第１２条 （略） 

別表（第１０条関係） （削る） 

種類 額 

鉄道賃、船賃、航空賃 

車賃、宿泊料（１夜につき） 

食卓料（１夜につき） 

江東区職員の旅費

に関する条例（昭

和３０年４月江東

区条例第８号）の

適用を受ける職員

の例による。 

日当（１日につき） ５，０００円
 

 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ 改正後の江東区建築審査会条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用

弁償について適用し、同日前に支給事由の生じ

た費用弁償については、なお従前の例による。 

  

 


